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令和５年 第１１回教育委員会会議（報告） 

令和５年１１月２４日 

 
 
１ 前回の会議録確定  全員異議なく確定 
 
 
２ 教育委員会活動報告  資料報告 
 
 
３ 議        事 

日  程 件          名 議決年月日 議決要旨 

 
議案第１号 
 
 

 
令和５年度美深町一般会計教育費補正予算の提出に
ついて 
 

 
R5.11.24 

 
原案可決 

 
 
４ 所管行政に関する協議・報告 

日  程 件          名 協議等年月日 要  旨 

 
そ の 他 

 
１２月の行事予定について 
 

 
R5.11.24 
 

 
資料報告 
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 令和５年 第１１回教育委員会会議録  

 

美深町教育委員会会議を次のとおり開催したので、その記録を委員会会議規則第８条に基づ

き報告いたします。 
 

１ 開催日時  令和５年１１月２４日（金）午後３時００分～午後３時４５分 

 
２ 開催場所  美深町文化会館 COM100小会議室 

 
３ 出 席 者（１2名） 

<委 員> 教  育  長 杉 本  力  代     理 安 喰 俊 博 

 委    員 清水満寿美       委      員 坂 井 弘 明 

 委    員 大 島 一 夫    

<職 員> 次    長 大 堀 裕 康   センター長 田 澤   満 

 

主幹（学校）・給セ長
参事(学校) 

副主幹（学校） 

元 岡 友 之 

野 村  薫 

久 保 元 樹 

 

主幹（社会・体育） 

副センター長 

前 田 貴 也 

富 田 由 佳 

 

４ 議  事 

議案第１号 令和５年度美深町一般会計教育費補正予算の提出について 原案可決 

 

５ 所管行政に関する協議 

そ の 他 １２月の行事予定について 予定説明 

          

６ 会議記録    

◎ 開  会（午後３時００分） 
 

教 育 長 

 

皆様、学校訪問大変お疲れ様でございました。引き続き教育委員会議となりま

す。よろしくお願いいたします。 

学校の長期休暇についてお話させていただきます。道教委では、先日年間 56日

間の夏冬合わせた休暇にするという改正がございました。美深町教育委員会学

校管理規則では、現在夏季休暇 25日、冬季休暇 25日となっておりますが、今

後は学校の経営方針等も参考にしながら、この休暇日数を夏季冬季とは分けず

に、道教委と同様に合わせて 56日以内にすることを検討したいと思います。日

数については、53日や 55日といった様々な案が出てきていますので、それらも

含めて今後の方向性を決めていきたいと思います。いずれにしましても、規則

上は夏季休暇と冬季休暇が別々になっていますが、それらをまとめて何日以内

という形にした方が柔軟性があると考え、そのようにしていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の会議を始めさせていただきます。 

 

（１）前回の会議録の確定 
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教 育 長 

 

教 育 次 長 

教 育 長 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

前回の会議録確定を議題とします。前回の会議録について、事務局の説明をお

願いします。 

（令和 5年 第 10回教育委員会会議の会議録について別紙により説明） 

説明が終わりましたので、会議録についてご確認をお願いします。 

ご確認いただけたでしょうか。特に何もなければ会議録について確定させてい

ただきますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、会議録を確定といたします。 

 
 

 

（２）教育委員会活動報告 
 

教 育 長 

各 担 当 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

続いて、教育委員会活動報告です。各担当から活動報告をお願いします。 

（活動報告について、別紙により報告） 

教育委員会活動報告について、それぞれご説明申し上げました。活動報告につ

いて委員の皆様からご質疑等ございますか。 

(「なし」の声あり） 

それでは教育委員会活動報告については、報告済みといたします。 

 

 

（３）議    事 

教 育 長 

 

各 担 当 

教 育 次 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

大 島 委 員 

 

教 育 長 

続いて、議案第１号「令和 5年度美深町一般会計教育費補正予算の提出につい

て」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

（議案第 1号について、別紙により説明） 

エアコンの設置とエコ冷風機についてです。学校のエアコン設置については、

町長の公約にもありましたし、今年の猛暑を受けて、今回早期に進めていくと

いうことになっております。本来ですと COM100のボイラーと同様に、当初予算

でということも考えたのですが、皆さんも新聞報道等でご存じのとおり、機材

の早期発注、確保ですとか工事期間等も含めて、早めに手を打たないと来年度

に設置できない、翌年度にもなかなか難しくなるのではないかという状況を考

慮し、今回 12月の補正により進めることになってございます。同じくエコ冷風

機についても、早期に発注し早めに台数を確保して、来年の暑さ対策に間に合

わせたいということで、今回の補正予算となってございます。いずれも補正予

算で提出しますが、年度繰り越しの手続きを行って、最終的には令和 6年度の

早い段階で設置をしたいのですが、現段階では秋になるかもしれないというこ

とです。エコ冷風機については、教室でも体育館でも稼働できるということを

考え、今回の補正予算となっていますことをご理解いただきたいと思います。

この後の議会との懇談の中でも話が出るかもしれませんが、議会の理解が得ら

れれば、12月若しくは１月の入札といった手続きを踏んで早めに対応していき

たいと思います。名寄市ではすでに動いていますし、全道的にもそういった動

きになっておりますので、美深町も遅れることなく進めたいというのが町長、

教育長の考えでありますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上補正予算についてご説明いたしました。今回の補正予算は 2億円以上になる 

予算です。その多くが空調関係とボイラーの関係、そして電気料になります。エ 

アコンとは別に、夏季、冬季の休暇についても併せて検討していくということに 

なるかと思います。何かご質問等はございませんでしょうか。 

多額の費用で設置される予定ですので、ぜひ換気型のエアコンということでご 

確認いただいて設置を進めていただければと思います。 

費用の部分もありこれ以上は財源的に難しいと思われますので、確認をさせてい 
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教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

ただきます。実際各学校の換気設備ですが、仁宇布小中学校でも美深中学校でも 

相当のものが整っていますので、こちらにつきましては、確認の上検討させてい 

ただきたいと思います。まだ国の補正予算も決まっていないので交付 

金、補助金の部分が未確定なものですから、当然一般財源はなるべく少ない方向 

で努力していきたいと思うのですが、交付金、補助金には配分だとかいろいろな 

制約が付いてきて該当しない可能性もあるのですが、まずは一般財源の支出を減 

らせるように補助金、交付金の活用を目指して進めていくということになるかと 

思います。他にご質問等はございませんでしょうか。 

(「なし」の声あり） 

質疑がないようですので、議案第１号「令和 5年度美深町一般会計教育費補正

予算の提出について」をお諮りいたします。原案のとおりで異議ございません

か。 

(「異議なし」の声あり） 

それでは異議なしと認め、議案第１号は原案通り可決といたします。 

 

 

（４）所管行政に関する協議・報告 

 
教 育 長 

各 担 当 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

大 島 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

大 島 委 員 

 

 

 

 

 

 

続きまして「12月の行事予定について」各担当からお願いいたします。 

（「12月の行事予定について」別紙により説明） 

行事予定の説明が終わりました。まず、次回教育委員会会議を 12 月 26 日と予

定しておりますが、委員の皆様のご予定はいかがでしょうか。 

(「異議なし」の声あり) 

それではまた状況等に変更がございましたら教えてください。ひとまず次回の

教育委員会会議を 12月 26日とさせていただきます。 

他、12月の行事予定につきまして、何かご質疑等ございませんでしょうか。 

(「なし」の声あり) 

本日お諮りした議題等については以上になります。 

全体をとおして何かございませんでしょうか。今日の議題以外でも何かござい

ませんか。 

数年来の課題となっています、奨学金と育英資金の短大、専門学校の金額を大

学に合わせるという件です。町長、教育長が新たに就任されたのと、1月に入る

と広報等で募集が始まると思いますので、この時期に伺います。金額が同額に

ならないのかということと、入学一時金ですが現在は 3年経ったら返さなけれ

ばならないのですが、短大の場合は卒業後 1年で、4年制大学の場合は在学中に

返さなければならないので、卒業年度以降に改定できないかという意見が出て

いたかと思いますが、その件についての検討をこの時期に行わないと間に合わ

ないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

なかなか返済ができないという事案が相当発生してきています。保健師等は今 5

万円を 10万円に上げたというのは、美深町内に勤めると返さなくていい制度な

ので。返すということになると、果して就職してすぐにそれを返せるのか、学

校の先生でも返すのがなかなか難しいと言われている状況なので、その辺を加

味しながら将来に向けて検討させていただきたいと思います。 

返済の苦しさということもあったと思うのですが、短大、専門学校と大学の金

額の差を設けるということの説明がつかないので、それを是正しようというこ

とで、5、6年前から教育委員会議の場で論議してきたのですが、ただその時期

が年を越して、もう広報が始まっている頃に論議がされているので、また翌年

回しになってしまって、それが毎年のように続いているので、今また後送りす

ると、この説明できない状態が繰り返されるのかと思います。短大、専門学校

の 2万円を 3万円に揃えるというのが一番で、予算増から考えてもその方法し
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教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

大 島 委 員 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

かないのかなと思います。その 1万円増というのを今の年度内で決めないと、

来年度のところで是正できないかと思います。ただ、他にも例えば 3万円を 5

万円に増額するという意見も以前出ていたかと思うのですが、それをやる前に

まずは金額を揃えるということが必要かなと思います。 

当然、4年制大学であろうと、専門学校、短大であろうと、１年間にかかる費用

はほぼ変わらないです。強いて言えば学部や専門等によって多少の違いがある

かも知れませんが、基本は変わらないと思います。ただ親の負担を考えると、2

年間負担するのと 4年間負担するのでは、その苦しさも違ってくるというのが

確かにあるかと思います。ただ無償で行っている部分があるので、そこを同じ

にすると今後ずっとそれを続けていかなければならないという辛さも、町の財

源としてあるのかなという部分があります。この件については、また議論の機

会を作らせていただきたいと思います。 

揃えるということが必要で、増額を望んで言っているわけではありません。例

えば 3万円と 2万円を、2万 5千円ずつにするということでも論理的には通りま

す。しかしそうすることによって減額になってしまうと、いろいろ他の問題が

出てくると思います。そういうことも含めて、金額を揃えるということを重点

にした検討を行っていただきたいというのが希望です。 

この件については、町長の政策的なものもありますので、いったん私も持ち帰

って町長の教育長時代のこともあり議論の内容や話の経過等を確認し、再度打

ち合わせをさせていただきたいと思います。 

その他、何かございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

 
 

◎ 閉  会（午後３時４５分） 
 

 

教 育 長 

 

 

以上をもちまして、令和 5年第 11回教育委員会会議を閉会いたします。お疲れ

様でございました。 

 

 

上記会議録について 令和５年 １２月 ２６日確認 

 

北海道中川郡美深町教育委員会教育長  杉 本  力 

 

北海道中川郡美深町教育委員会職務代理者  安 喰 俊 博  


